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水道水質検査計画 

 

１．基本方針 

村上市では、安全でおいしい水道水を安心して安定的にお使いいただけるよう、水道水が水

質基準に適合していることを確認するため、定期及び臨時の水質検査を行います。 

このため、定期検査では水道水のもととなる水源の状況や過去の検査結果から、検査の場

所・項目・回数について検討を行い、臨時の検査についても検査内容を検討する事項の整理を

行います。 

また、水質基準項目以外にも、その水道に必要と考えられる項目を設定して検査を行うほか、

検査の委託理由・委託先・検査項目・検査方法・精度管理方法等について明確にし、その結果

を利用者の皆さまにお知らせするための方法も明記します。 

 

２．水道事業の概要 

 ①施設概要 

   水道名・給水区域・計画給水人口・年間配水量・主な水源・主な浄水場等及び主な浄水処理

方法は次のとおりです。 

 

■施設概要 

村上地域 

水 道 名 給 水 区 域 
計画給水 

人口（人） 

年間配水量 

R6実績（㎥） 
主な水源 主な浄水場等 

主な浄水 

処理方法 

村上市上水道 
村上地域全域 

（簡水区域を除く） 
22,280 3,592,488 

地下水 

（浅井戸） 
村上浄水場 塩素消毒 

上海府・瀬波地区 

簡易水道 

岩ヶ崎・大月・野潟・

間島・柏尾・吉浦・早

川・馬下・羽下ヶ渕・

大平・滝の前・下渡 

1,750 121,971 
地下水 

（浅井戸） 

上海府 

水源地 
塩素消毒 

山辺里地区簡易水道 

中地区（坪根・下相

川・上相川・日下・小

谷・下山田） 

上地区（門前・赤沢・

菅沼・鋳物師・袋・大

関・高平） 

1,930 273, 273 
地下水 

（浅井戸） 

山辺里 

第１水源地 

山辺里 

第２水源地 

塩素消毒 

大栗田地区飲料水供給 

施設 
大栗田 79 6,204 

地下水 

（浅井戸） 

大栗田 

配水池 
塩素消毒 
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荒川地域 

水  道  名 給 水 区 域 
計画給水 

人口（人） 

年間配水量 

R6実績（㎥） 
主な水源 主な浄水場等 

主な浄水 

処理方法 

村上市上水道 荒川地域全域 9,539 1,186,870 

地下水 

（浅井戸・

深井戸） 

荒島浄水場 塩素消毒 

 

 

神林地域 

水  道  名 給 水 区 域 
計画給水 

人口（人） 

年間配水量 

R6実績（㎥） 
主な水源 主な浄水場等 

主な浄水 

処理方法 

村上市上水道 神林地域全域 8,082 1,195,519 
地下水 

（深井戸） 
川部浄水場 塩素消毒 

 

 

朝日地域 

水  道  名 給 水 区 域 
計画給水 

人口（人） 

年間配水量 

R6実績（㎥） 
主な水源 主な浄水場等 

主な浄水 

処理方法 

村上市上水道 
朝日地域全域 

（簡水区域を除く） 
6,888 1,100,129 

地下水 

（浅井戸） 

岩沢浄水場 

猿沢浄水場 
塩素消毒 

小揚地区簡易水道 小揚 125 11,881 
地下水 

（浅井戸） 
小揚浄水場 塩素消毒 

千縄・茎太簡易水道 岩崩・茎太・千縄 550 18,001 
地下水 

（浅井戸） 
茎太浄水場 塩素消毒 

高根簡易水道 高根・北大平 830 57,381 表流水 高根浄水場 膜ろ過 

薦川簡易水道 薦川 135 5,600 
表流水 

（ダム水） 
薦川浄水場 膜ろ過 

 

 

山北地域 

水  道  名 給 水 区 域 
計画給水 

人口（人） 

年間配水量 

R6実績（㎥） 
主な水源 主な浄水場等 

主な浄水 

処理方法 

今川地区簡易水道 今川 185 7,848 湧水 今川配水池 急速ろ過 

八幡地区簡易水道 

鵜泊、寝屋、碁石、勝

木、間瀬、下大蔵、立

島、長坂、遠矢崎、板

屋沢、垣之内、北赤

谷、下大鳥、北田中、

上大鳥 

1,780 244,237 地下水 八幡水源地 塩素消毒 
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水  道  名 給 水 区 域 
計画給水 

人口（人） 

年間配水量 

R6実績（㎥） 
主な水源 主な浄水場等 

主な浄水 

処理方法 

府屋地区簡易水道 

府屋、岩崎、中浜、堀

ノ内、温出、大谷沢、

塔下、杉平、遅郷、岩

石 

2,650 170,353 地下水 府屋水源地 塩素消毒 

北中・大毎・大沢地区 

簡易水道 

北中、北黒川、大毎、 

大沢 
890 146,498 地下水 北中水源地 塩素消毒 

桑川地区簡易水道 桑川、浜新保、笹川 630 100,984 伏流水 桑川水源地 塩素消毒 

寒川地区簡易水道 
寒川、脇川、芦谷、 

越沢 
1,300 84,009 伏流水 寒川水源地 塩素消毒 

中俣地区簡易水道 小俣、大代 225 33,328 湧水 中俣水源地 塩素消毒 

中継地区簡易水道 中継 350 33,498 伏流水 中継水源地 塩素消毒 

朴平地区簡易水道 荒川口、朴平 290 9,105 伏流水 朴平水源地 塩素消毒 

山熊田地区簡易水道 山熊田 140 3,982 伏流水 
山熊田 

水源地 
塩素消毒 

雷地区簡易水道 雷 160 7,383 湧水 雷配水池 急速ろ過 

荒川地区簡易水道 荒川 110 3,985 湧水 荒川滅菌室 塩素消毒 

中津原地区簡易水道 中津原 102 4,458 湧水 
中津原 

滅菌室 
塩素消毒 

板貝地区飲料水供給 

施設 
板貝 95 4,272 伏流水 板貝水源地 塩素消毒 

 

 

②水道原水及び浄水の状況及び管理上の問題点 

   令和７年度の水道水質検査では、全ての水道施設の採水地点で基準値を超過している項目は

ありませんでした。 
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■水道原水及び浄水の状況及び管理上の問題点 

 

村上地域 

水  道  名 現  況 問  題  点 

村上市上水道 異常なし 
・浸水想定区域内に第１水源地、浄水場の施設があるため、

大雨により避難判断水位を超え、避難指示がでた場合は施設

等の監視ができなくなる。 

上海府・瀬波地区簡易水道 異常なし 
・三面川の堤防のない箇所に水源地があるため、洪水時に 

水没の恐れがある。 

山辺里地区簡易水道 異常なし 
・浸水想定区域内に第１水源地、第２水源地の施設があるた

め、大雨により避難判断水位を超え、避難指示がでた場合は

施設等の監視ができなくなる。 

大栗田地区飲料水供給施設 異常なし 
・給水戸数が少ないため、配水池及び配水管内滞留により 

残塩濃度が低下しやすい。 

 

荒川地域 

水  道  名 現    況 問  題  点 

村上市上水道 異常なし 
・浸水想定区域内に浄水場、第１水源地、第２水源地及び第３

水源地の施設があるため、大雨により避難判断水位を超え、

避難指示がでた場合は施設等の監視ができなくなる。 

 

神林地域 

水  道  名 現    況 問  題  点 

村上市上水道 異常なし 
・浸水想定区域内に施設があり、浄水場が用水路及び排水路

に囲まれているため、大雨の際に監視が必要。 

 

朝日地域 

水  道  名 現    況 問  題  点 

村上市上水道 異常なし 
・配水池及び道路が林地に囲まれており、大雨や大雪の際、

崩落・倒木等による自然災害について随時の監視が必要。 

小揚地区簡易水道 異常なし 
・水源地及び道路が林地に囲まれており、大雨や大雪の際、

崩落・倒木等による自然災害について随時の監視が必要。 

千縄・茎太簡易水道 異常なし 
・水源地及び道路が林地に囲まれており、大雨や大雪の際、

崩落・倒木等による自然災害について随時の監視が必要。 

高根簡易水道 異常なし 
・高根川河床から取水しているが、令和4年8月豪雨におい

て、氾濫した河川によって施設の一部が洗堀・破壊されたこと

を受け、悪天時には高根川の状況に特段の注意が必要。 

薦川簡易水道 異常なし 
・砂防ダムから取水しているため洪水等で取水口の埋没の 

恐れがあり定期的な監視が必要。 

 

山北地域 

水  道  名 現    況 問  題  点 

今川地区簡易水道 異常なし ・湧水を水源としているため、大雨の際に監視が必要。 
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水  道  名 現    況 問  題  点 

八幡地区簡易水道 異常なし ・河川と隣接しているため、大雨の際に監視が必要。 

府屋地区簡易水道 異常なし ・河川と隣接しているため、大雨の際に監視が必要。 

北中・大毎・大沢地区 

簡易水道 
異常なし ・河川と隣接しているため、大雨の際に監視が必要。 

桑川地区簡易水道 異常なし ・河川と隣接しているため、大雨の際に監視が必要。 

寒川地区簡易水道 異常なし ・河川と隣接しているため、大雨の際に監視が必要。 

中俣地区簡易水道 異常なし ・湧水を水源としているため、大雨の際に監視が必要。 

中継地区簡易水道 異常なし ・河川と隣接しているため、大雨の際に監視が必要。 

朴平地区簡易水道 異常なし ・河川と隣接しているため、大雨の際に監視が必要。 

山熊田地区簡易水道 異常なし ・河川と隣接しているため、大雨の際に監視が必要。 

雷地区簡易水道 異常なし ・湧水を水源としているため、大雨の際に監視が必要。 

荒川地区簡易水道 異常なし ・湧水を水源としているため、大雨の際に監視が必要。 

中津原地区簡易水道 異常なし ・湧水を水源としているため、大雨の際に監視が必要。 

板貝地区飲料水供給施設 異常なし ・河川と隣接しているため、大雨の際に監視が必要。 

 

３．水質検査の実施に関する事項 

  村上市では、１日１回行う毎日検査以外の検査施設を保有していないため、水質基準項目他の

水質検査を、水道法第 20 条登録検査機関に委託しています。また、緊急時の臨時水質検査も、

同検査機関で行います。 

 

（１）自己検査 

①毎日検査：色（目視）・濁り（目視）・・異常が無いこと 

残留塩素（DPD法）・・・・0.1mg／L以上（遊離残留塩素） 

（２）委託検査 

  ①定期の水質検査：基準項目検査（「水質基準項目一覧表」表－1 参照） 

        令和８年度より「PFOS及び PFOA」が水質管理目標設定項目から水質基準項目

に格上げになるため、法令に定める頻度で検査を行います。 

  ②その他の検査：大腸菌（特定酵素基質培地法）、 

嫌気性芽胞菌（ハンドフォード改良寒天培地法：メンブランフィルター法）、 

クリプトスポリジウム、ジアルジア（免疫磁気ビーズ法） 
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③臨時の検査 

④放射性物質検査：上水道及び簡易水道の放射性物質の検査については、国や県の指導のもと

検査を実施し、安全を確認していきます。（「検査計画数量」表－4 参照） 

（３）精度管理及び信頼性保証（委託先の登録検査機関） 

①水質検査の精度管理については、環境省・新潟県・全国給水衛生検査協会等が実施している

精度管理事業に参加するとともに、内部精度管理も実施し精度の確保を行っていることを委

託条件とします。 

②試料の運搬については、環境大臣が定める飲料水水質検査の方法（厚生労働省告示第 261号）

に基づき、迅速な検査に対応するために、最初の試料採水後 12 時間以内の検査開始とされ

た検査が新潟県内で可能であることを委託条件とします。 

③信頼性保証については、正確で信頼性の高い検査データを提供できる技術レベル及び検査体

制を証明するため、水道 GLP 、ISO/IEC17025等の認証を取得している検査機関を委託条

件とします。 

 

３-１．定期の水質検査に関する事項 

水道施設毎に以下の内容で定期の水質検査を実施します。 

（１）水道毎の水質検査項目・採水場所・検査頻度及びその理由 

   （水質検査を追加・省略する場合は項目と理由） 

①給水（浄水） （「水質検査計画数量」表－2、表－3 参照） 

  採水場所は、各水道施設の水質が代表できる給水栓で実施します。（各給水区域で日常的 

に使用されている末端水として代表される給水栓） 

・基本的に水道水の安全性を確認するために、全ての水道施設で年１回基準全 52 項目を

実施します。 

・省略不可９項目検査は、基準全 52項目を実施しない 11ヶ月について、月１回実施しま

す。 

・消毒副生成物 12 項目検査は、年４回実施しなければなりませんが、基準全 52 項目検

査を年１回実施するため、残り３回実施します。 

・上記以外の項目で、過去３年間に基準値の 20％を超えた項目は年４回実施しなければ

なりませんが、基準全 52項目検査を年１回実施するため、残り３回実施します。 

②原水（「水質検査計画数量」表－2、表－3参照） 

採水は、各水源で行います。 

・基準全 52項目から消毒副生成物 11項目（シアン化物イオン及び塩化シアンは実施）と

味を除いた 40項目を年１回実施します。 

・クリプトスポリジウム、ジアルジア及び指標菌については、厚生労働省が定めた「クリ

プトスポリジウム等対策指針」に準じて検査を行います。 
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３-２．臨時の水質検査に関する事項 

（１）次の要件に該当する場合は、臨時の検査を行うものとします。 

①水源の水質が著しく悪化したとき 

  ②水源に異常があったとき 

  ③水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき 

  ④浄水過程に異常があったとき 

  ⑤配水管の大規模な工事や、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき 

  ⑥その他特に必要があると認められるとき 

 

（２）臨時の検査項目及び採水場所は次のとおりとします。 

① 検査項目は原則基準 52項目全てが対象ですが、検査を行う必要がないことが明らかであ

ると認められる場合は、その項目についての検査を省略します。 

② 採水場所は定期検査の場合に準じますが、水質の異常の内容とその範囲を正確に把握でき

る地点を選定します。 

 

４．水質検査計画及び検査結果の公表の方法 

（１）水質検査計画 

   村上市パブリックコメント実施要綱に基づき、水質検査計画（案）について、広く利用者

等から意見を求め、提出された意見等の概要及び意見等に対する市の考え方を公表するとと

もに、水質管理の改善と次期水質検査計画に反映させます。 

（２）水質検査結果 

   市報やホームページ等でお知らせし、利用者の皆さまからいただいた意見を水質検査計画

の見直し時の資料とします。 
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５．水質検査結果の評価 

  水質基準は、水道水が満たすべき水質上の要件であり、水道水すべてについて満たされる必要

があります。そのため、検査結果の評価は水道施設毎に行い、基準を超えている場合にはただち

に原因究明を行うとともに、適切な対策を行い、基準を満たす水質を確保します。 

 

６．関係機関との連携 

  水源等で水質汚染事故が発生した場合、あるいはその恐れがある場合は、関係自治体の環境衛

生部門・関係水道事業体・所轄保健所（村上地域振興局健康福祉部）・新潟県福祉保健部生活衛生

課等と速やかな連携が取れるよう、相互の連絡通報体制を整備し、情報交換を行います。その結

果、臨時の水質検査の必要性がある場合には、速やかに関係機関と連携して現地調査及び水質検

査を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村上市上下水道課 

荒川支所産業建設課 

朝日支所産業建設課 

山北支所産業建設課 

村上地域振興局 

健康福祉部 
検査実施機関 新潟県福祉保健部 

生活衛生課 

水道係 

 

 

 

 

 

 

国土交通省及び

環境省 

関係自治体 

環境衛生担当部署 

 

 

 

 

 

 

関係自治体 

水道担当部署 

 

 

 

 

 

 

各浄水場 各地区住民 消防・警察・医療機関 

関係機関との連携図 



＜表-1＞

№ 水質基準項目 基準値(mg/L) 検査方法 省略不可
消毒副生

成物

1  一般細菌 100個/mL以下 標準寒天培地法 ○

2  大腸菌 検出されない 特定酵素基質培地法 ○

3  カドミウム及びその化合物 0.003以下 誘導結合プラズマ-質量分析法

4  水銀及びその化合物 0.0005以下 還元気化-原子吸光光度法

5  セレン及びその化合物 0.01以下 誘導結合プラズマ-質量分析法

6  鉛及びその化合物 0.01以下 誘導結合プラズマ-質量分析法

7  ヒ素及びその化合物 0.01以下 誘導結合プラズマ-質量分析法

8  六価クロム化合物 0.02以下 誘導結合プラズマ-質量分析法

9  亜硝酸態窒素 0.04以下 イオンクロマトグラフ(陰イオン)法

10  シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01以下 イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法 ○

11  硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10以下 イオンクロマトグラフ(陰イオン)法

12  フッ素及びその化合物 0.8以下 イオンクロマトグラフ(陰イオン)法

13  ホウ素及びその化合物 1.0以下 誘導結合プラズマ-質量分析法

14  四塩化炭素 0.002以下 パージトラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

15  1,4-ジオキサン 0.05以下 パージトラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

16
 シス-1,2-ジクロロエチレン及び
 トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04以下 パージトラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

17  ジクロロメタン 0.02以下 パージトラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

18  テトラクロロエチレン 0.01以下 パージトラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

19  トリクロロエチレン 0.01以下 パージトラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

20
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）
及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） 0.00005以下 固相抽出 － 液体クロマトグラフ-質量分析法

21  ベンゼン 0.01以下 パージトラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

22  塩素酸 0.6以下 イオンクロマトグラフ(陰イオン)法 ○

23  クロロ酢酸 0.02以下 溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法 ○

24  クロロホルム 0.06以下 パージトラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 ○

25  ジクロロ酢酸 0.03以下 溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法 ○

26  ジブロモクロロメタン 0.1以下 パージトラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 ○

27  臭素酸 0.01以下 イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法 ○

28  総トリハロメタン 0.1以下 パージトラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 ○

29  トリクロロ酢酸 0.03以下 溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法 ○

30  ブロモジクロロメタン 0.03以下 パージトラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 ○

31  ブロモホルム 0.09以下 パージトラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 ○

32  ホルムアルデヒド 0.08以下 誘導体化-高速液体クロマトグラフ法 ○

33  亜鉛及びその化合物 1.0以下 誘導結合プラズマ-質量分析法

34  アルミニウム及びその化合物 0.2以下 誘導結合プラズマ-質量分析法

35  鉄及びその化合物 0.3以下 誘導結合プラズマ-質量分析法

36  銅及びその化合物 1.0以下 誘導結合プラズマ-質量分析法

37  ナトリウム及びその化合物 200以下 誘導結合プラズマ-質量分析法

38  マンガン及びその化合物 0.05以下 誘導結合プラズマ-質量分析法

39  塩化物イオン 200以下 イオンクロマトグラフ(陰イオン)法 ○

40  カルシウム･マグネシウム等(硬度) 300以下 滴定法

41  蒸発残留物 500以下 重量法

42  陰イオン界面活性剤 0.2以下 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法

43  ジェオスミン 0.00001以下 パージトラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

44  2-メチルイソボルネオール 0.00001以下 パージトラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

45  非イオン界面活性剤 0.02以下 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法

46  フェノール類 0.005以下 固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法

47  有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量） 3以下 全有機炭素計測定法 ○

48  pH値 5.8～8.6 ガラス電極法 ○

49  味 異常でない 官能法 ○

50  臭気 異常でない 官能法 ○

51  色度 5度以下 透過光測定法 ○

52  濁度 2度以下 積分球式光電光度法 ○

水質基準項目一覧表







＜表－4＞

（回／年）

放射性物質

ヨウ素131・

セシウム134・

セシウム137

愛宕山配水池　給水系 1

村上水源地　1号井 1

荒川地区給水系 海老江地内 1

荒川1系統原水系 1

神納地区給水系　上助渕地内 1

平林地区原水系　1号井 1

朝日地区 高根・北大平給水系 4

府屋給水系 1

府屋原水系 1

12

上水道

令和８年度 村上市放射性物質検査計画数量

検査数計

村上給水区

荒川給水区

山北地区

簡易水道

神林給水区



＜表－5＞

■用語集

水質検査計画 　水質検査計画とは、各水道事業者が住民に安全で清浄な水を安定的に供
給するために行う水質検査の計画です。
　水質検査計画には、以下に掲げる事項を記載し、毎事業年度開始前に公表
します。

①基本方針
②水道事業の概要（施設概要・原水・水道水の状況）
③水質検査に関する事項
　・定期・臨時の水質検査（検査場所、検査項目、検査回数、検査方法、検査
委託の是非）
　・精度管理及び信頼性保証
④水質検査計画及び検査結果の公表
⑤その他
　・検査結果の評価、他配慮すべき事項

定期の水質検査
（本文：３－１）

　定期の水質検査で検査する項目は、以下のとおりです。（水質基準項目一
覧表を参照して下さい）

①毎日検査（色、濁り、消毒の残留効果）
②水質基準を定める省令に定められた基準全52項目（一部は検査の省略可
能）
　　（基本的に省略不可能９項目は毎月１回、その他の項目は年４回実施しな
      ければなりません）
　　省略不可能９項目：一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、全有機炭素、ｐＨ、味、臭気、色度、濁度

　このほか、水質管理目標設定項目等のうち、各水道事業者等が必要と判断
した項目について検査を行います。

採水場所の選定条件 　給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水道により供給され
る水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所が条件に
なっています。
　一般的には給水区域の末端で日常的に使用している給水栓を選定します。

浄水処理方法 　浄水処理方法は、大きく緩速ろ過・急速ろ過・高度浄水処理（膜ろ過等）の３
つに分かれます。
　ただし、上流域に汚染発生源がなく、水道原水が糞便による汚染がないこと
が明らかで、水質的に安全であれば消毒のみで良いことになっています。

消毒副生成物 　フミン酸やフルボ酸等の有機物質（フミン質）を含む原水を塩素処理すると、
トリハロメタン等の有機塩素化合物が生成します。これらを消毒副生成物と呼
びます。この消毒副生成物は発ガン性物質としても知られています。そのた
め、基準を定め水質検査で安全性を確認し管理しています。また、この物質
はｐＨにより生成量に大きく影響を受けます。その生成のメカニズムは、原水
水質、浄水処理方法、消毒方法によって変化するため、注意が必要な物質で
す。

消化器系感染症 　代表的な感染症としては、細菌性赤痢、パラチフス、腸チフス、腸管出血性
大腸菌感染症などがあります。



水道法第20条登録検査機関 　本来水質検査は、水道事業者自ら実施することになっていますが、水道事
業体の施設、人的要件、予算等の規模により、自己検査が不可能な場合、水
道法第20条登録検査機関に委託することが出来ることになっています。

精度管理 　分析値が要求された水準を満たしているかを立証するための方法で、内部
精度管理と外部精度管理の２つの手法があります。
　内部精度管理は水質検査のすべての操作が正しく行われているかを確認
する方法です。内部精度管理は製造業における製品の抜き取り検査にあたる
ものです。一方外部精度管理は外部の組織が行う精度管理であり、他機関と
の分析値を比較し客観的な評価を得るための方法です。

信頼性保証 　試料採取から水質検査成績書が作成されるまでの方法（システム）を保証
することです。一般的には、水道GLPやISO/IEC17025等によってその方法（シ
ステム）を保証しています。
　検査機関が、一定の検査水準を保つため、また検査精度と信頼性の保証を
保つために必要な制度です。

水道GLP 　水道水質検査優良試験所規範（Good Laboratory Practice）の略語で、水道
の水質検査を実施する機関が、管理された体制の下で適正に実施し、その検
査結果の信頼性や精度管理が十分に確立されているかを第３者機関（社団
法人日本水道協会）が客観的に判断、評価し認定する制度です。

ISO/IEC17025 　ISO/IEC17025とは、試験所・校正機関が正確な測定／校正を生み出す能
力があるかどうかを第三者認定機関が認定する規格です。国際的な基準で
試験所・校正機関が取得することにより、試験・校正の信頼性を担保すること
ができます。

PFOS及びPFOA 　PFOS（ぺルフルオロオクタンスルホン酸、通称ピーフォス）及びPFOA（ぺル
フルオロオクタン酸、通称ピーフォア）は、様々な用途で使用されました。具体
的には、PFOSは、半導体用反射防止剤・金属メッキ処理剤、泡消火薬剤など
に、PFOAは、フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤などに使われてきました。
　いずれも難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質を持つため、環境・
健康への影響が懸念され、現在は製造・輸入等が原則禁止されています。


